
◆
選
挙
管
理
委
員
の
立
候
補
の
受
付 

 

八
月
五
日
（月
）～
七
日
（水
） 

  
 

八
月
五
日
（
月
）
か
ら
七
日
（
水
）
の

三
日
間
、
第
三
十
九
期
・
第
四
十
期 

選
挙

管
理
委
員
の
立
候
補
受
付
を
行
い
ま
す
。 

 
定
数
五
名
（
選
挙
管
理
規
定
第
五
条
③
） 

  

選
挙
管
理
委
員
に
立
候
補
を
予
定
さ
れ
る

方
は
、
必
ず
本
人
が
立
候
補
期
間
中
に
立
候

補
受
付
用
紙
を
受
け
取
り
、
期
間
内
に
記

入
・
提
出
し
て
下
さ
い
。 

 

■
選
挙
管
理
規
定 

 
 
 
 

（
組
合
規
約
を
参
照
の
事
） 

 

◆
選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
【
第
５
条
】 

①
選
挙
及
び
立
候
補
者
の
受
付
を
公
平
に
行

う
為
、
選
挙
管
理
委
員
会
を
設
置
す
る
。 

②
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
管
理
機
関
で

あ
っ
て
、
全
選
挙
の
管
理
を
行
う
も
の
で
あ

る
。 

③
選
挙
管
理
委
員
会
は
五
名
と
し
、
当
該
選

挙
に
立
候
補
の
意
志
の
な
い
組
合
役
員
か
組

合
員
か
ら
選
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
業
務
を

一
部
、
執
行
部
に
委
託
す
る
こ
と
が
出
来

る
。 

④
選
挙
管
理
委
員
は
推
薦
委
員
会
の
推
薦
は

受
け
ら
れ
な
い
。 

◆
選
挙
管
理
委
員
会
の
業
務
【
第
７
条
】 

①
選
挙
の
公
示
に
関
す
る
事
。 

②
立
候
補
者
の
受
理
、
審
査
〔
立
候
補

有
資
格
者
に
基
づ
い
た
審
査
〕 

③
投
票
及
び
開
票
の
管
理
並
び
に
立
会

人
の
指
定
。 

④
投
票
の
有
効
・
無
効
の
判
断
及
び
当

選
者
の
発
表
に
関
す
る
事
。 

⑤
そ
の
他
賛
否
に
必
要
な
事
。 

 

◆
選
挙
管
理
委
員
長
【
第
８
条
】 

 

選
挙
管
理
委
員
長
は
選
挙
管
理
委
員

会
を
代
表
し
、
選
挙
管
理
委
員
の
互
選

に
よ
り
選
出
す
る
。 

 

◆
選
挙
管
理
委
員
任
期
の
期
日
【
第
９
条
】 

 

選
挙
管
理
委
員
の
任
期
は
選
挙
管
理

委
員
立
候
補
公
示
日
（
選
出
日
）
か
ら

次
回
役
員
改
選
時
の
選
挙
管
理
委
員
選

出
日
迄
と
す
る
。 

      

 

第３９期・第４０期 東洋交通労働組合役員選挙 

 下記の要領で定期大会を開催します。１年間の総括と２０１４年度運動方針（案）等の

重要な提案・審議があります。大会出席は組合員の義務です。出来るだけ出席してくださ

い。 

                   開催日/ １０月２０日（日）  

           受付時間/ 午前９時３０分より 

           開催時間/ 午前１０時から 

           場所/ 北区立赤羽北区民センター（ふれあい館）（予定） 

      ※大会出席者の方には、交通費１,０００円とお弁当を支給します。 

  ９月１日に大会開催の往復はがきを発送します。出欠を記入の上、社員番号・氏名・ 

 捺印をして期日までに返送するか組合事務所（ポスト）へ直接届けてください。 

                        返送期日 / ９月２０日 

第３９回定期大会 

選
挙
管
理
委
員
立
候
補
受
付 

 


